
｢住宅支援制度＋融資制度｣組合員セミナー

こんな支援・融資制度を知っていますか？ 住宅建設に関連する法律改正や経済情

勢の変化に伴い､ 活用できる助成・融資制度がたくさんあります｡ 制度の内容を知っ

て､ お施主さんへの提案など､ 営業や事業運営にうまく活かしましょう｡

日時�３月３日(火)午後７時～８時30分
会場�組合本部２階会議室
お話�藤原靖氏 (YKKAP㈱リフォーム・リモデル営業推進室長)

｢住宅瑕疵担保履行法｣ 組合員セミナー

本年10月から ｢住宅瑕疵担保履行法 (特定住宅瑕疵担保責任の履行に関する法律)｣

が施行されます｡ 10月の ｢完成物件引渡し｣ からですので､ 事実上今春からのスター

トになります｡ 資力確保措置として､ 保険への加入､ または多額の供託金納入が義務

付けられます｡ しかし､ 中小企業にとっては実質的に保険への加入しか選択の余地が

ないといっても過言ではありません｡ その保険を利用するには保険会社への事前の登

録が必要です｡

当組合では昨年､ このテーマでのセミナーを２回開催しましたが､ 実施間近となり､

再々度開催することにしました｡

日時�３月12日(木)午後７時～８時30分
会場�組合本部２階会議室
内容�瑕疵担保保証制度とその保険について
お話�楠瀬光雄氏 (㈱紅中)

※上記２つのセミナーは､ 再度ファックスにてご案内します｡ その用紙でお申込みく

ださい｡

工具・機械の展示即売会

恒例の ｢工具と機械類の展示即売会｣ を下記の日程で開催します｡ 組合員の皆さま､

ぜひふるってご来場ください｡
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こんな時代だからこそ､ 少しでも安価でお役に立つ工具類､ 機械類を組合員の皆さ

まに提供しようと､ 第二事業部を中心に取り組んでいます｡ 事前に組合員の皆さまへ

のアンケートも実施させていただく予定です｡ ご希望の商品をお知らせください｡

日時�３月14日(土)午前９時～午後５時
場所�洛西センター
※職員手作りによる豚汁やおにぎりなどをご用意して歓迎いたします｡

空気清浄機のご注文は共同購入課へ

シャープから新発売の加湿空気清浄機 ｢キレイオン｣ を好評取り扱い中です｡ 強力

な空中除菌と業界No.１の清浄スピードが特長です｡ 高濃度 ｢プラズマクライスター

イオン｣ を発生させて､ 酸化力の強いOHラジカルに変化､ 浮遊菌の表面たんぱく質

を分解・除去する仕組みです｡

お手ごろ価格の ｢プラズマクライスターイオン発生機｣ も同時に取扱っています｡

カタログのご請求やお問合せなど､ 洛西センターまでご一報ください｡

(洛西センター Tel.075-392-0722､ Fax.075-392-0755)

仮設材・機械ともリースは洛西センターで

仮設材は洛西センター､ 機械関係は吉祥院センターで対応していたリース課ですが､

窓口を洛西センターに一本化してから数カ月が経とうとしています｡ 従来､ 連絡を受

けた職員やパート職員によって ｢仮設材の対応は早いが､ 機械の対応に時間がかかり

過ぎ｣､ また反対に ｢機械の対応は早いが､ 仮設材の対応が遅い｣ という苦情をいた

だくこともありました｡

私たちリース課一同､ それぞれ欠けていた商品知識を日々充足しているところです

ので､ もう暫くご迷惑をお掛けすることがあるかとは思いますが､ 改善に鋭意努力し

ております｡ どうか､ ご了承くださいますようお願い申し上げます｡｡

今後とも､ 仮設材・機械のリースのご活用をよろしくお願いします｡ (Ｍ)

有形文化財とビジネスチャンス

各自治体の文化財保護課が私たちのお客様の窓口です｡ 文化財保護課は､ 私たちの

事業の中心となる無形文化財 (埋蔵文化財調査で発掘された遺物や作成された記録図

面及び記録写真など) と有形文化財 (寺社仏閣や現存する建物や書物や仏像など) を

保護管理するというのが大きな仕事です｡

各自治体の関係機関との関わりの中で私が感じることは､ 有形文化財保護という仕
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事の中に､ 組合としての大切なビジネスがあるのでは？ ということです｡

現在､ 大きな寺社仏閣の補修や改修工事は､ 大手の建築業者が行っています｡ しか

し､ 京都には寺社仏閣だけではなく､ たくさんの京都らしい街並みが残っています｡

バブルの時期をピークに､ この素晴らしい街並みを壊し､ 商業施設や建売住宅､ マン

ションなどを次々に建て､ 他府県と異ならない街並みに変貌させていく状況が続きま

した｡

しかし今､ 外観はそのままに町家を改装して､ カフェやセレクトショップ､ レスト

ランなどにする若い人たちもいます｡ 古木が持つ温かみを活かした､ 古き良き建物が

人気を集めていることは､ みなさんもご存じだと思います｡

私たちの組合にも名工と呼ばれる職人さんが多数おられます｡ ここにもビジネスチャ

ンスがあるのではないか｡ この素晴らしい古都・京都には､ 守るべき有形文化財に指

定された町家もたくさん存在しています｡ 既に行政からの補助金などを受け､ グルー

プとして活動されている工務店や専門職の方々もいらっしゃいます｡ 市民の活動によっ

て町家の紹介や保護を訴えておられる方々もおられます｡ こういった活動にこそ､ 私

たち組合がこれから力を注いでいかなければならないのではないでしょうか｡

組合には､ 行政との深いつながりというハードと､ 名工を擁する組合さんというソ

フトが､ すでに存在しています｡

イタリアのフィレンツェには ｢外観は変えてはいけない｣ という法律があるそうで

す｡ その代わり､ 補修に対する補助金制度がきちんとあるとのことです｡ 国や行政が､

ヨーロッパの古都を保護しているのです｡

世界の観光都市・京都の名に恥じぬ街として､ 私たちが未来に向けてやるべきこと

が､ ビジネスチャンスとして､ また京都の発展にも繋がるのではないでしょうか｡ 景

観条例のあおりで苦しむ組合員さんもたくさんおられると思います｡ しかし､ このピ

ンチを逆手に､ 新たな挑戦をしていきたいものです｡ 私たちの未来のために､ そして

京都の未来のために｡ (池)

３月は｢建設業年度末労働災害防止強調月間｣

年度末は､ 公共工事等の多くが完工時期を迎えます｡ さまざまな理由で労働災害が

多発することが憂慮され､ 建設業労働災害防止協会の提唱で３月１日から31日までを

｢建設業年度末労働災害防止強調月間｣ と定め､ 労働災害防止の徹底を図るための運

動が展開されます｡

取り組みの重点事項として､ 次の諸点が挙げられています｡ 参考にしてください｡

①経営トップ等による特別安全パトロールの実施

②リスクアセスメントの確実な実施

③安全衛生教育の推進

④三大災害 (墜落・転落災害､ 建設機械・クレーン等災害､ 倒壊・崩壊災害) 防止対

策の徹底
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⑤解体・改修工事の災害防止対策の徹底

⑥交通労働災害防止対策の徹底

⑦安全行動による災害防止対策の徹底

⑧酸素欠乏症等防止対策の徹底､ 健康管理の徹底

(『建設の安全』 ２月号外から)

安全パトロール点検表 (参考例) が必要な方は､ Faxで送信いたしますので､ 管理

部までご一報ください｡ (Tel.075-312-3717)

仕事と雇用確保など求め京建労が府に申入れ

京建労は､ 建設労働者の仕事と雇用の確保などを求め､ ｢座り込み｣ や関係団体へ

の申入れなどに取り組みました｡ 京都府への申入れ内容を紹介します｡

今日の経済不況は､ ｢百年に一度の危機｣ と言われ､ 国における緊急経済対策が各

省庁で検討・実施のはこびとなっているところであります｡ かかる事態の打開は､ 一

刻の猶予もありません｡ いま緊急経済対策を早急に打ち出すことが求められています｡

建設労働者・職人が将来に希望を持って働くことができる社会をつくるために､ 中小

建設業者の不況打開に向けた､ 府内における仕事おこしを支援する､ 緊急対策に早急

に取り組まれることを要請します｡

【要請項目】

①府民の生活に密着した公共事業を､ 大量に発注し､ 建設労働者の雇用を守ること｡

②府発注の公共事業は､ 地域経済を担う府内中小建設企業への発注を優先とし､ 地元

建設業者の育成に寄与すること｡

③府内自治体で耐震改修助成制度の創設を促進し､ 府民が利用しやすい制度に改善す

ること｡

④府立学校・府立施設の耐震化事業を速やかに完了させること｡

⑤住宅改修 (リフォーム) 助成制度を創設 (再開) し､ 府民の住環境の整備をはかる

こと｡ (『建築ニュース』 ２月１日・15日合併号から)

93％がエコハウスに関心……消費者のホンネ

住宅生産振興財団と住宅展示場協議会は､ 住宅展示場来場者へのアンケート結果を

発表しました｡ 92.9％の人が ｢環境配慮型住宅に関心がある｣ と回答｡ うち ｢大いに

関心がある｣ は42％､ ｢少しは関心がある｣ は50.9％でした｡ 世帯年収が高いほど

｢大いに関心がある｣ の割合が増える傾向がありました｡

採用したい環境住宅の項目では､ 高断熱高気密住宅が73.7％で最も多く､ 以下､ パッ

シブデザイン住宅が55.1％､ 長期優良住宅が50.4％､ 太陽光発電システムが49.9％と

続いています｡ 有効回答数は617票｡ (｢新建ハウジング｣ ２月10日号から)
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鉄・アルミ･ステンレス・耐候性鋼材まで幅広く取り扱っております。
金属に関することなら何でもお気軽にご相談ください。
また、通販にてアルミ庇・アイデア商品等多数販売しております。
まずは当社ホームページをご覧ください。
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京都府久世郡久御山町野村村東147-2
TEL（075）631-7833　FAX（075）631-7857
http://www.mita036.com
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投稿／リスクマネジメントのイロハ～連続講座⑨

カーボンリスクをマネジメントする (その３)

今後､ 中小規模の建設業にとってどのような ｢カーボンリスク｣ を考慮する必要が

生まれるか？ を検討してみたい｡

まず考えなければならないのは､ 製造業でいう ｢サプライチェーンマネジメント｣｡

供給者 (サプライヤー) には､ 物品の供給者のみならずサービスの供給者も含まれる｡

ある製品やサービスは､ 多数の複雑な製品やサービスの供給によって成り立っている｡

この供給の輪 (あるいは ｢環｣) をサプライチェーンとよび､ 連結でCO２の排出量を

カウントし､ 最小化するのが ｢カーボンリスクマネジメント｣ である｡

たとえば建設機材の運搬について､ 現在は ｢コスト｣ ｢安全性｣ ｢品質・環境 (順法

も含む)｣ が考慮されるが､ これにCO２の排出量が付加される｡ 工事施工計画書の目

次に ｢二酸化炭素排出量積算書｣ が加わることになる｡ このような風景は､ 現在のと

ころ想像の域を出ない｡ 大手ゼネコンでもここまでの要求はしていないから､ 時期尚

早と言うのか､ だからこそ先取りのチャンスと思うのかは､ 経営者の考え方次第であ

る｡

先日､ トヨタの次期社長が ｢21世紀も自動車が必要とされるかどうかの岐路に今立っ

ている｣ と表明した｡ 構造不況業種といわれて久しい建設業界のリーダーから､ この

ような危機意識＝責任感の表明をいまだ聞いた覚えがない｡

建設業と地球温暖化問題というテーマは､ すでに ｢省エネ住宅｣ や ｢自然エネルギー

の活用｣ など､ 部分的には繋がりつつある｡ しかしながら､ 政府の補助金頼みや ｢環

境にやさしい｣ というイメージ先行では､ 有効な住宅需要拡大につながらないのでは

ないか｡

建設業界もまた､ ｢安全と安心｣ を犠牲にした本末転倒のコスト競争・受注競争を

脱して､ ｢責任と信頼｣ を基礎にした､ 有効需要拡大策を考える時期に来ているので

はないだろうか｡ ｢カーボンリスクマネジメント｣ は､ そのための経営ツールの一つ

である｡ 【環境コンサルタント・杉原卓治】

●セミナー ｢低炭素化時代の日本の課題｣ のご案内

日 時�３月１日(日)午後２時
会 場�メルパルク京都
講 師�諸富徹 (京都大学准教授)

会 費�1,000円
お申込�Tel.075-692-2400 (杉原)
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｢後継者のための経営塾｣(第１期)開講

IT経営塾勉強会の主宰代表で中小企業診断士の成岡秀夫氏が､ ｢寺子屋｣ 方式で企

業経営の後継者のための経営塾を開講します｡ １. 会社経営に必須の項目を少人数制

で基礎から講義､ ２. 必要な科目の選択受講可能､ ３. 少人数で受講生同士の懇親が

深まる─などの特徴があります｡

〈スケジュールと内容〉※いずれも午後２時～５時30分

４月11日(土)�事業承継のために知っておくべきこと
５月９日(土)�会社を経営するために知っておくべきこと
６月13日(土)�資金調達のために知っておくべきこと
７月11日(土)�経営革新を進めるために知っておくべきこと
８月８日(土)�ITを利用活用するために知っておくべきこと
９月12日(土)�組織を活性化するために知っておくべきこと
※費用は各回5,000円／定員５人 (先着順) ／お申込みは電話､ Fax､ ホームページ､

Eメールで㈱成岡マネジメントオフィスまで｡ Tel.075-361-7081 Fax.075-361-7090

Eメール：office@nmo.ne.jp ホームページhttp://www.nmo.ne.jp/juku

品川正治講演会

経済同友会終身幹事で全国革新懇代表世話人の品川正治氏の講演会 (京都革新懇・

北上革新懇主催) が開催されます｡ 記念講演のテーマは ｢人間の目で見た日本経済｣

です｡

日 時�３月27日(金)午後６時30分
会 場�西陣織会館 (京都市上京区堀川今出川)
参加費�700円
講演と事例発表会／京都府建設業構造改善推進事業

京都府主催で平成20年度建設業構造改善推進事業の講演と事例発表会が開催されま

す｡ 厳しい経営環境にある建設業者の経営改善のポイントについての講演と､ 新分野

進出を果たした先駆的な建設業者４社の取り組み事例の発表があります｡

講 演�｢建設業の新分野進出・経営改善に向けた挑戦｣
講師・高槻仁志氏 (㈱TOKビジネスサービス代表取締役)

事例発表�｢農業分野｣ ｢省エネ住宅｣ ｢土壌分野｣ ｢屋上緑化｣ の４テーマでの建設
業者の新分野進出事例

日 時�３月５日午後１時30分
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株式会社 近藤電業社

http://www.konden.jp/

快適な場の創造快適な場の創造
トイレブース　システムトイレ　パーティション

Fine Toilet System

075 394 5480
株式会社 サンケイユニット

〒615-8045  京都市西京区牛ヶ瀬南ノ口町27
http://www.sankeiunit.com
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会 場�アバンティホール
対 象 者�府内で建設業に従事されている方

入場無料

求人の依頼／雇用・能力開発機構京都センター

長岡京市にある独立行政法人雇用・能力開発機構京都センターでは､ 今年３月末に

職業訓練生150人余が修了予定です｡ 現在､ 求人開拓を展開しており､ 当組合にもそ

の依頼が寄せられています｡ とりわけ､ 経理・財務､ 総務全般などの ｢ビジネスワー

ク課｣ では､ 20～50歳代の男女十数人が修了予定で､ 同センターでは求人を期待して

います｡

問合せ先�雇用・能力開発機構京都センター (〒617-0843 長岡京市友岡1-2-1 Tel.075-
951-7397 Fax.075-951-7393 訓練第一課訓練支援係／就職担当�桐生､ 井上､ 高田ま
で)

Ｑ 私は以前､ 事業をしていた (現在は廃業) 時の負債が､ 住宅ローン以外にも

2,000万円ほどあります｡ 幸い､ 今は友人の経営する会社に勤めており､ 安定した

収入があるので､ 少しずつであれば返済できます｡ できれば自宅だけは維持したい

のですが､ 自己破産するしかないのでしょうか？

Ａ １. 利息制限法に引直し計算をしても､ 相当額の負債が残り､ 現在の収入で

は支払いが困難な場合には､ 自己破産申立てが一般的な対応です｡ しかしながら､

①住宅ローンで購入した住宅に住み続けたい､ ②今の商売を続けたい､ ③免責不許

可の可能性がある (ギャンブル､ 浪費など)､ ④破産に伴う資格喪失を避けたいと

きなどには､ 破産申立ては躊躇せざるを得ません｡ 他方､ 任意整理のためには､ 利

息制限法に引直して､ ３年程度 (最長５年) で全額返済することができるか否かが

メルクマールとなります｡

このような事案は以前は対応に苦慮していましたが､ 2001年４月より民事再生法

の特則として小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続が施行され､ 個人の再建

型手続きの新しいメニューとして活用されています｡

２. 本手続では､ 一定の財産については､ 基本的に維持することができます｡ 個人

事業者の方が利用する小規模個人再生手続における最低返済額は､ 次の表のとおり

です｡

また､ 住宅ローンについては ｢住宅資金貸付債権に関する特則｣ を利用でき､ 一

定の要件のもとにリスケジューリング (返済計画の組み直し) して住宅を維持する

ことができます｡ 住宅ローンが不履行になっているか否かにかかわらず､ 住宅ロー

ンについてはこれまでの返済額をそのまま返済し続けることもできます｡

３. 本制度の利用の可否及び利用は弁護士に相談・依頼して進めてください｡

(京都第一法律事務所 弁護士 飯田 昭)
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法律Ｑ＆Ａ
破産以外の方法は～個人再生手続の利用について

住宅ローンを除く負債額 最低返済額

～100万円未満 負債総額

100万円以上､ 3,000万円未満
100万円もしくは負債額の１／５の多額の方､

但し300万円を上限｡

3,000万円以上､ 5,000万円以下 負債額の１／10
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各種技能講習／労基連

◆フォークリフト運転 ① ※毎月開催

日程�[学科]４月14日(火)／[実技]〈第１班〉４月15日(水)・16日(木)・17日(金)
〈第２班〉４月21日(火)・４月22日(水)・23日(木)／京都市／28,500円､ テキスト

1,470円

◆ガス溶接

日程�３月12日(木)・13日(金)・14日(土)／京都市／9,500円､ テキスト735円
◆特定化学物質・四アルキル鉛等

日程�３月５日(木)・６日(金)／京都市／8,000円､ テキスト1,680円
◆リスクアセスメント実務研修会

日程�３月25日(水)9:30～16:30／京都市／定員80人／参加費 (一般) 9,000円､ テキ

スト1,470円

◆救急短期実務研修

日程�３月11日(水)／京都市 (京都府中小企業会館) ／参加費 (一般) 9,000円
【問合せ・申込み】(社)京都労働基準連合会 Tel.075-321-2731 ※各講習会は､ 連合

会のホームページ http://www.kyoukiren.or.jp/ で確認できます｡

作業主任者等各種講習／建災防

●石綿取扱い作業従事者特別教育

日程�３月５日(木)／京都市 (京都府中小企業会館) ／受講料6,000円 (テキスト代

含む)

●足場の組立て等作業主任者

日程�３月12日(木)・13日(金)／受講料9,700円 (テキスト代含む)
※受講料は､ お持ちの資格により異なるので､ 下記へ問合せを｡

【問合せ・申込み】建設業労働災害防止協会京都府支部 Tel.075-231-6587 ※ホーム

ページから講習予定､ 申込書が取り出せます｡ http://homepage2.nifty.com/KY

O-KENSAI/

衛生管理者研修／京都産業保健推進センター

●労働衛生法規及び労働衛生行政等の動向について

日程�３月26日(木)14:00～16:00／京都府医師会館 (京都市中京区壬生東高田町1-9)

／受講料無料／定員100人

【問合せ・申込み】京都産業保健推進センター Tel.075-212-2600 ※ホームページか

建設協組��������� ������8

講講習習とと試試験験GGuuiiddee

竣工写真
TEL・FAX　075（492）7038　　E-mail qqry5wr9@titan.ocn.ne.jp

〒603 - 8467　京都市北区鷹峯南鷹峯町６番地の６

竣工写真竣工写真 小幡 豊写真事務所
 　　　35,000円、撮影承ります。時間は半日程度、撮影は10カット程、納品CD1枚。
協同組合と縁を結んで25周年。撮影料金大幅改定。別途用件も別料金にて相談可

まずはご一報、お待ちしております。

竣工写真
ズバリ
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ら講習予定､ 申込書が取り出せます｡ http://www1.biz.biglobe.ne.jp/̃sanpo26/i

ndex.htm

◆１月定例理事会は､ １月29日(木)午後７時から建設会館２階会議室で､ 理事15人の

出席で開催された｡

１. 各事業報告・提案

２. ３月決算までの見通しについて

３. 第３四半期総括と第４四半期方針

４. 2009年度通常総会について

※５月29日(金)にホテル日航プリンセス京都で開催する方向が確認された｡

５. 出資金の増資について

６. 組織活動の強化について

※厳しい経済状況の中で､ 他の協同組合などと連携を強め､ 行政に対する要求など

も含めて取り組んでいく方向が示された｡

７. 中小企業センター理事の推薦について

８. 組合員の加入・脱退・動向

９. 新年組合員交流会の結果

10. その他�２月の法律相談日 ２月４日(水)
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理理事事会会RReeppoorrtt

｢へべれけ｣ とは､ 泥酔状態のことをいう｡ ギリシャ神話に出てくる女神ヘーベのお酌

という意味から､ 転じて ｢へべれけ｣ になったという説もあるが､ ｢べろんべろん｣ とか

の擬態語と同じという説もあるようだ｡ ｢酒は百薬の長｣ ｢酒極まって乱となる｣ など酒の

功罪を説く諺はいろいろあるが､ いずれにしても､ 重要な公式の場で､ へべれけの醜態を

さらしてはお話にならない｡ それこそ､ 人類が生み出した文化である ｢酒｣ に対して失礼

というものだ｡

30年ほど前の話だが､ 京都府内の造り酒屋をほぼすべて巡ったことがある｡ 当時は府内

に80社以上の造り酒屋があった｡ 日本酒の人気が低迷し､ 京都市内では多くの酒蔵が廃業

してマンションに生まれ変わったりしていた｡ 郡部でも経営に見通しが立たず､ 廃業を余

儀なくされる酒蔵が相次いだ｡ 府の最南部では和束町にも酒蔵があり､ 確か原料の酒米を

守るための運動をされていたことを思い出す｡ そこも今はない｡

府北部の港のある町の酒蔵が､ 自分にとってはお気に入りであった｡ 店に入った途端に､

麹
こうじ

の甘い香りに全身が包まれる感じがして､ それはそれは至福の瞬間であった｡ そのあた

りの造り酒屋はいまだに健在である｡ 酒蔵として生き残るためにさまざまな努力がされて

きた｡

日本酒の良さを積極的にＰＲし､ 古代米でつくる酒や地ビールなどの新商品を開発して

きた｡ 蔵の一角で酒粕などを活用した独自の料理を提供してきたところもある｡ 女性の杜

氏さんが話題となったり､ 試飲も含めて観光コースになっているところも少なくない｡ 酒

のソフトクリームもなかなかいける｡ 業界は違っても､ 学ぶところは多い｡ へべれけにな

らないよう､ 酒をたしなみたいものだ｡ (き)

酒について
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《退職》 １月15日付

加茂 直行 (第一事業部職員) (理事は留任)

《退職》 ２月15日付

岩井 優子 (管理部職員)
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本部
２／４ 法律相談

２／20 職員会議 (SL)

２／26 理事会

支部
２／９ 下京 (役)

２／13 右京 (役)

２／16 上・中 (役)

２／24 城陽 (役)

組組合合DDiiaarryy

人人 事事 往往 来来

組組合合員員名名簿簿変変更更

支部 № 社 名 変更箇所 新

上・中 996 米田デザインハウス 住所
〒611-0002 宇治市木幡西浦58
ベルヴイ西浦606

城陽 447 ㈲ 嶋 管 工 業
住所
代表者

〒610-0113 城陽市中北堤９番地の１
田中 彰則

右京 57 ㈱ 宮 下 工 務 店 代表者 宮下 茂一

右京 1125 出 田 建 設 FAX 075-871-0774
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